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第4回 弁済者代位と共同抵当・項目レジュメ

(1)(a) 請求の趣旨・訴訟物・請求原因

求償権の根拠と459条2項の意味
弁済者代位の意義と機能

求償権の確保、弁済の督励・促進、債務不履行の可能性減少による融資拡大

法定代位（500条）と任意代位（499条）
求償特約による高い利率・遅延損害金と代位の関係

(1)(b) 501条1号の付記登記の意味
対抗問題（中田343頁）？⇒民法改正で制度を削除

375条適用の可否
(2)(a) 甲の競売によるＧ 2の配当受領額と残債権額

共同抵当の同時配当と異時配当（392条2項の意義）

物上保証人提供不動産における負担割付主義（392条1項）の適用の有無

第三取得者Ｄの登場による影響の有無

負担割付の前提となる「各不動産の価額」（392条1項）の解釈

甲乙間での負担割付

通説（？我妻・道垣内説）とその批判（501条3号・392条2項の場合との対比）

(2)(b) 丙上の抵当権実行の場合におけるＤによるＧ 2の権利への代位の可否

乙上の抵当権実行の場合におけるＤとＥの関係

通説と松岡説の対比

(2)(c)
(ｱ) ＣによるＧ 2のＡに対する保証債権の代位

弁済者代位における保証人と物上保証人を兼ねる者の地位（501条5号）

頭数一人説（判例・多数説≒保証人一人説） vs 二人説その他
Ａによる丙のＥへの譲渡と代位割合

ＣのＡに対する請求可能額

(ｲ) Ｃによる乙上のＧ 2の抵当権の代位行使の場合におけるＧとの関係


